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平成２９年第４回 

笠間市議会定例会会議録 第６号 

 

平成２９年１２月１５日 午前１０時００分開議 

 

出 席 議 員 

議 長 22 番  海老澤   勝 君 

副 議 長 14 番  石 松 俊 雄 君 

 １ 番  田 村 泰 之 君 

 ２ 番  村 上 寿 之 君 

 ３ 番  石 井   栄 君 

 ４ 番  小松﨑   均 君 

 ５ 番  菅 井   信 君 

 ６ 番  畑 岡 洋 二 君 

 ７ 番  橋 本 良 一 君 

 ８ 番  石 田 安 夫 君 

 ９ 番  蛯 澤 幸 一 君 

 10 番  野 口   圓 君 

 11 番  藤 枝   浩 君 

 12 番  飯 田 正 憲 君 

 13 番  西 山   猛 君 

 15 番  萩 原 瑞 子 君 

 16 番  横 倉 き ん 君 

 17 番  大 貫 千 尋 君 

 18 番  大 関 久 義 君 

 19 番  市 村 博 之 君 

 20 番  小薗江 一 三 君 

 21 番  石 﨑 勝 三 君 

                                         

欠 席 議 員 

 な し            

                                         

出 席 説 明 者 

市 長  山 口 伸 樹 君 

副 市 長  久須美   忍 君 
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教 育 長  今 泉   寛 君 

市 長 公 室 長  塩 畑 正 志 君 

総 務 部 長  中 村 公 彦 君 

市 民 生 活 部 長  石 井 克 佳 君 

福 祉 部 長  鷹 松 丈 人 君 

保 健 衛 生 部 長  打 越 勝 利 君 

産 業 経 済 部 長  米 川 健 一 君 

都 市 建 設 部 長  大 森   満 君 

上 下 水 道 部 長  鯉 渕 賢 治 君 

市 立 病 院 事 務 局 長  友 水 邦 彦 君 

教 育 次 長  小田野 恭 子 君 

消 防 長  水 越   均 君 

笠 間 支 所 長  渡 部   明 君 

岩 間 支 所 長  岡 野 正 則 君 

                                         

出席議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長  飛 田 信 一 

議 会 事 務 局 次 長  渡 辺 光 司 

次 長 補 佐  堀 越 信 一 

主 査  若 月   一 

係 長  神 長 利 久 

                                         

議 事 日 程 第 ６ 号 

平成２９年１２月１５日（金曜日） 

午 前 １０ 時 開 議 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 議案第 84号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 85号 笠間市立病院条例の一部を改正する条例について 

 議案第 86号 笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について 

 議案第 87号 笠間市特別会計条例等の一部を改正する条例について 

 議案第 88号 笠間市公共下水道事業基金条例を廃止する条例について 
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議案第 89号 かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例について 

議案第 90号 笠間市公共下水道事業の設置等に関する条例について 

 議案第 91号 指定管理者の指定について（笠間市地域福祉センター） 

 議案第 92号 指定管理者の指定について（笠間の家） 

 議案第 93号 指定管理者の指定について（筑波海軍航空隊記念館） 

     議案第 94号 指定管理者の指定について（笠間市民体育館） 

     議案第 95号 指定管理者の指定について（笠間市岩間総合運動公園） 

     議案第 96号 指定管理者の指定について（笠間市総合公園，石井街区公園） 

     議案第 97号 指定管理者の指定について（笠間市笠間武道館） 

     議案第 98号 指定管理者の指定について（笠間市岩間海洋センター） 

議案第 99号 指定管理者の指定について（笠間市岩間工業団地テニスコー

ト） 

 議案第100号 工事委託に関する協定の変更について 

議案第101号 平成29年度笠間市一般会計補正予算（第４号） 

     議案第102号 平成29年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

     議案第103号 平成29年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

     議案第104号 平成29年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

     議案第105号 平成29年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

     議案第106号 平成29年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

     議案第107号 平成29年度笠間市立病院事業会計補正予算（第２号） 

     議案第108号 平成29年度笠間市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

１．本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 議案第 84号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 85号 笠間市立病院条例の一部を改正する条例について 

 議案第 86号 笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

  議案第 87号 笠間市特別会計条例等の一部を改正する条例について 

  議案第 88号 笠間市公共下水道事業基金条例を廃止する条例について 

議案第 89号 かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例につい

て 
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議案第 90号 笠間市公共下水道事業の設置等に関する条例について 

 議案第 91号 指定管理者の指定について（笠間市地域福祉センター） 

 議案第 92号 指定管理者の指定について（笠間の家） 

  議案第 93号 指定管理者の指定について（筑波海軍航空隊記念館） 

      議案第 94号 指定管理者の指定について（笠間市民体育館） 

      議案第 95号 指定管理者の指定について（笠間市岩間総合運動公園） 

      議案第 96号 指定管理者の指定について（笠間市総合公園，石井街区公

園） 

      議案第 97号 指定管理者の指定について（笠間市笠間武道館） 

      議案第 98号 指定管理者の指定について（笠間市岩間海洋センター） 

議案第 99号 指定管理者の指定について（笠間市岩間工業団地テニスコー

ト） 

  議案第100号 工事委託に関する協定の変更について 

議案第101号 平成29年度笠間市一般会計補正予算（第４号） 

      議案第102号 平成29年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

      議案第103号 平成29年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

      議案第104号 平成29年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議案第105号 平成29年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

      議案第106号 平成29年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

      議案第107号 平成29年度笠間市立病院事業会計補正予算（第２号） 

      議案第108号 平成29年度笠間市水道事業会計補正予算（第２号） 

                                         

午前１０時００分開議 

 開議の宣告 

 

○議長（海老澤 勝君） 皆さんおはようございます。 

 ご報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議に、地方自治法第121条第１項の規定により出席を求めた者及び議会事務局

職員の出席者は、お手元に配付いたしました資料のとおりです。 
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 議事日程の報告 

 

○議長（海老澤 勝君） 日程についてご報告申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

 これより議事日程に入ります。 

                                         

 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（海老澤 勝君） 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、９番蛯澤幸一君、10番野口 圓君を

指名いたします。 

                                         

 議案第 ８４号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について 

 議案第 ８５号 笠間市立病院条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ８６号 笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第 ８７号 笠間市特別会計条例等の一部を改正する条例について 

 議案第 ８８号 笠間市公共下水道事業基金条例を廃止する条例について 

 議案第 ８９号 かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例について 

 議案第 ９０号 笠間市公共下水道事業の設置等に関する条例について 

 議案第 ９１号 指定管理者の指定について（笠間市地域福祉センター） 

 議案第 ９２号 指定管理者の指定について（笠間の家） 

 議案第 ９３号 指定管理者の指定について（筑波海軍航空隊記念館） 

 議案第 ９４号 指定管理者の指定について（笠間市民体育館） 

 議案第 ９５号 指定管理者の指定について（笠間市岩間総合運動公園） 

 議案第 ９６号 指定管理者の指定について（笠間市総合公園，石井街区公園） 

 議案第 ９７号 指定管理者の指定について（笠間市笠間武道館） 

 議案第 ９８号 指定管理者の指定について（笠間市岩間海洋センター） 

 議案第 ９９号 指定管理者の指定について（笠間市岩間工業団地テニスコート） 

 議案第１００号 工事委託に関する協定の変更について 

 議案第１０１号 平成２９年度笠間市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第１０２号 平成２９年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
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 議案第１０３号 平成２９年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０４号 平成２９年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０５号 平成２９年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０６号 平成２９年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０７号 平成２９年度笠間市立病院事業会計補正予算（第２号） 

 議案第１０８号 平成２９年度笠間市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

○議長（海老澤 勝君） 日程第２、議案第84号 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例について、ないし議案第108号 平成29年度笠間市水道事

業会計補正予算（第２号）までの25件を一括議題といたします。 

 審査が終了しておりますので、各常任委員会の委員長から、審査の経過並びに結果につ

いて報告を求めます。 

 初めに、総務産業委員会委員長小松﨑 均君。 

〔総務産業委員長 小松﨑 均君登壇〕 

○総務産業委員長（小松﨑 均君） 今期市議会定例会におきまして、総務産業委員会に

付託をされた議案につきまして、審査の経過並びに結果を、会議規則第39条第１項の規定

に基づきご報告申し上げます。 

 当委員会は12月７日に、執行部より関係部課長等の出席を求め、議案第84号のほか２件

の付託議案の審査を行いました。 

 審査の過程での主な質疑と審査結果についてご報告申し上げます。 

 初めに、議案第101号 平成29年度笠間市一般会計補正予算（第４号）、消防本部総務

課所管では、現在の防火水槽撤去後の新たな設置計画について質疑があり、現在の設置箇

所から120メートル以内の場所に来年度以降設置する予定であるとの答弁がありました。 

 次に、資産経営課所管において不動産売り払い収入の内容についての質疑があり、用途

廃止した道路と水路の処分によるものであるとの答弁があります。 

 次に、税務課所管において、個人市民税所得割の１億円増額補正の理由について質疑が

あり、退職所得、株式の売却益による分離課税申告、年金所得調整額がそれぞれ増加した

ことに加え、個人所得の伸びが推測されるためであるとの答弁がありました。 

 次に、市民活動課所管において、ふるさとづくり寄附金業務代行委託料について、寄附

金の収支状況と対策についての質疑があり、平成28年度は現在精査中であるが、平成27年

度については、笠間市民が市外に寄附しているほうが多い状況にある。魅力ある特典開発

に加え、インターネットサイトの掲載場所による影響も大きいため、サイトの選択も含め

対策を進めていきたいとの答弁がありました。 

 また、この事業については、納税額が多い自治体の取り組み等を参考に、知恵を出して
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取り組むべきであるとの意見もありました。 

 次に、新たに20基設置する防犯カメラの設置場所について質疑があり、駅など公共施設

の設置がおおむね完了したため、今年度は主要交差点等に設置する予定であるとの答弁が

ありました。 

 次に、農政課所管において、林地台帳システム構築委託料について質疑があり、県で定

める地域対象民有林に指定された山林の伐採等をするときは、市に伐採届を提出する義務

があるが、現在は地番管理されていないため、今後地番管理を行うために構築するもので

あるとの答弁がありました。 

 なお、議案第84号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例についてでは、条例はマイナンバーに基づくものであり、通知カードの誤配送などによ

る個人情報の漏えい等、さまざまな問題が生じると考えられるとの理由から反対討論があ

りました。 

 採決の結果、議案第84号は賛成多数により、議案第92号、101号は全会一致により原案

のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上が、当委員会に付託になりました議案の審査の経過と結果であります。 

 議員各位のご賛同を賜りますようにお願いを申し上げましてご報告といたします。 

○議長（海老澤 勝君） 次に、教育福祉委員会委員長より報告願います。 

 委員長石田安夫君。 

〔教育福祉委員長 石田安夫君登壇〕 

○教育福祉委員長（石田安夫君） 今期市議会定例会において、教育福祉委員会に付託に

なりました議案について、審査の経過並びに結果を、会議規則第39条第1項の規定に基づ

きご報告申し上げます。 

 当委員会は12月７日に、執行部より関係部課長の出席を求め、議案第85号外14件の付託

議案の審査を行いました。 

 初めに、審査の過程での主な質疑、意見等について申し上げます。 

 議案第91号 指定管理者の指定について、笠間市地域福祉センターでは、委託により保

健師など資格を有した職員の増減はあるのかとの質疑に対し、保健師に関しては、来年４

月に地域医療センターへ移転する。残った岩間保健センターについては、地域福祉の拠点

として整備され、福祉に関する専門職員の増減はないとの答弁がありました。 

 議案第93号 指定管理者の指定について、筑波海軍航空隊記念館では、記念館に常駐す

る職員の人数と職員の労働条件はとの質疑に対し、通常は平日が３名、土日は５名程度で

対応する。なお、ツアーなどが予定されるときは弾力的に対応するとの計画が出されてい

る。また、館長が月給25万円、一般職員が20万円であるとの答弁がありました。 

 議案第96号 指定管理者の指定について、笠間市総合公園、石井街区公園では、笠間市
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総合公園は国体の会場にもなる。国体も間近に控えているので、国体に係る業務も含めて、

管理委託のすり合わせを進めて対応されたいとの意見に対し、国体は笠間市にとっても大

事な行事であるので、指定管理者とも十分協議しながら進めていきたいとの答弁がありま

した。 

 次に、議案第101号 平成29年度笠間市一般会計補正予算（第４号）でありますが、社

会福祉課所管では、障害者自立支援給付費を増額する内容や積算根拠は何かとの質疑に対

し、昨年と比較して放課後デイサービスの利用増に伴い、毎月100万円ほど増額している。

また、障害者の相談支援など福祉サービスが利用増に伴い、毎月1,000万円ほど増額とな

っているため増額補正するものであるとの答弁がありました。 

 学務課所管では、稲田中学校ののり面崩落の修復工事については、想定外の事故につな

がらないよう公共施設の点検をしっかり行い進めてもらいたいとの質疑に対し、詳細な検

査結果を踏まえて工事を進めていきたいとの答弁がありました。 

 生涯学習課所管では、筑波海軍航空隊記念館の指定管理料設定の根拠はとの質疑に対し、

指定管理者から事業計画の自主事業による入館者の増加による収益などを含めて、委託料

を設定したとの答弁がありました。また、それに関し、市としてこの施設を恒久的にどの

ようにしていくべきなのかという考え方、方針を明らかにしていくべきであるとの意見が

ありました。 

 このほか議案第85号、議案第94号、議案第95号、議案第97号、議案第98号、議案第99号、

議案第102号、議案第113号、議案第104号及び議案第107号については、執行部から詳細な

説明をもって了承した次第であります。 

 以上のような審査経過を踏まえ、議案第86号を除く議案14件について採決したところ、

いずれも全会一致にて原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 また、議案第86号 笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例については、反対の立場から、保健センターが集約されることにより地域での保健サ

ービスの低下を懸念している住民がたくさんいる。また、住民の多くが笠間保健センター

の存続や機能を十分に果たしてほしいとの要望がある。そうした中で、議会での審議が不

十分であることや住民の理解が得られていないことなどから反対であるとの討論がありま

した。 

 以上の審査経過を踏まえ、採決いたしたところ、賛成多数により可決すべきものと決し

た次第であります。 

 以上が、当委員会に付託になりました議案の審査の経過並びに結果であります。議員各

位のご賛同を賜りますようお願い申し上げて、ご報告といたします。 

○議長（海老澤 勝君） 次に、建設土木委員会委員長より報告願います。 

 委員長橋本良一君。 

〔建設土木委員長 橋本良一君登壇〕 
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○建設土木委員長（橋本良一君） 今期市議会定例会において、建設土木委員会に付託に

なりました議案について、審査の経過並びに結果について、会議規則第39条第１項の規定

に基づきご報告申し上げます。 

 当委員会は、12月８日及び13日の両日、執行部より関係部課長等の出席を求め、付託に

なりました議案第87号外８件の付託議案の審査を行いました。 

 審査の過程での主な質疑、意見並びに審査結果についてご報告申し上げます。 

 初めに、議案第87号 笠間市特別会計条例等の一部を改正する条例についてでは、公共

下水道事業の管理者の権限を行う市長とは、近隣市町村との広域化を考えているものなの

かという質疑があり、地方公営企業法第７条に管理者の設置を置くと定められており、将

来の広域化の関連はないとの答弁がありました。 

 次に、議案第89号 かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例についてでは、

観光情報の発信地や市民と観光客との交流促進を設置目的とする施設にもかかわらず、月

曜日を休館日とすることに疑問を呈する意見が出ました。しかしながら、執行部の説明や、

今までにない施設体制を考慮し、まずは運営をスタートした上で利用者から出てくる改善

点等には柔軟性を持って対応していくことを執行部に強く要望し意見を終結いたしました。 

 次に、議案第101号 平成29年度笠間市一般会計補正予算（第４号）でありますが、管

理課所管で、道路橋りょう総務費の申請手数料の内容についての質疑があり、現況水路で

所有者の移転手続のため、裁判所に申請する手数料であるとの答弁がありました。 

 都市計画課所管では、所有者不明の空き地の管理についての考え方の質疑に対し、国に

おいて所有者不明の空き地対策の制度設計を行っており、国の動向を注視しながら対応し

ていきたいとの答弁がありました。 

 まちづくり推進課所管では、井筒屋本館前の広場の活用について地元の方々にもわかる

よう、また安全上にも考慮して実施していただきたいとの意見がありました。 

 審査の結果、当委員会に付託になりました全ての議案は、全会一致により原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の審査の経過並びに結果であります。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げましてご報告といたします。 

○議長（海老澤 勝君） 各常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑を行います。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 ３番石井 栄君。 



- 264 - 

 

〔３番 石井 栄君登壇〕 

○３番（石井 栄君） ３番、日本共産党の石井 栄です。 

 議長の許可を得まして、議案第84号及び議案第86号の反対討論をいたします。 

 まず、議案第84号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例について、反対の立場で討論をいたします。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を、別紙のとおり改正すると述べ、

提案理由には、本案は特定事務において特定個人情報を利用した事務手続を追加するため、

所要の改正をするものでありますと記載されています。 

 新旧対照表の別表２第４条関係では、機関の12市長事務の介護保険法による保険給付の

支給、地域支援事業の実施または保険料の徴収に関する事務であって、規則で定める者に

は、特定個人情報として従来あった外国人生活保護関係情報であって、規則に定めるもの

のほかに新たに、一つは生活保護関係情報であって規則に定めるもの。二つ目には、介護

保険法及び高齢者の医療の確保に関する情報であって、規則で定めるもの。三つ目は、身

体障害者福祉法による入所の措置に関する情報であって規則に定めるもの。四つ目には、

地方税関係情報であって規則に定めるものの４項目が新たに加わり、特定個人情報を利用

した事務手続が追加されました。また、他の機関事務、特定個人情報の欄には、新たに幾

つかの項目が追加されています。 

 マイナンバー制度とも呼ばれるこの制度は、国民の各種個人情報を個人番号、マイナン

バーによって結びつけ活用する制度です。利便性が強調されておりますが、犯罪等の危険

性を高め、国民に負担増をもたらすものです。 

 また、扱われる情報が桁違いに拡大され、システム構築費用も莫大です。さらにマイナ

ンバー制度で管理される個人情報は、現在は社会保障、税、災害の３分野の行政事務です

が、政府、産業界では対象情報の拡大、カード利活用の拡大を目指しています。そして、

さまざまな場面でマイナンバーの記載が求められます。番号の管理という負担感が増す一

方、市民生活上のメリットはあるのでしょうか。 

 情報流出の事件、事故が相次いでいます。2015年６月には、日本年金機構における職員

のパソコンが外部から送られたメールに付随したウイルスに感染し、125万件もの個人情

報が流出しました。今年になってからも誤配送により多くの個人情報が流出しました。情

報を分散管理しても安全ではありません。中間サーバ、マイナポータルを通じた情報流出

の危険があり、中でも個人パソコンで、マイナンバーに基づく情報を見ることができるマ

イナポータル個人情報の流出経路として最も危惧されています。 

 ＩＣカードとパスワードさえあれば、特定個人のあらゆる情報を一覧できますから、プ

ライバシーは丸裸にされるとも言われています。不正取得やカード偽造、成り済まし犯罪
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の危険は避けられません。制度の導入には莫大な経費や事務負担がかかります。中小企業

の経営を圧迫する巨額の負担がかかります。従業員を雇用する際に税務署に提出する源泉

徴収票などの法定調書に個人番号を記載することが求められるため、従業員の個人番号の

管理が求められます。個人番号は法律によって特段の管理が求められており、そのための

コストが生じるからです。この制度のもとで、公的機関による人権侵害の個人情報収集や

国民監視が繰り返されています。今回の条例改正は、そのような危険を助長するものにな

りかねません。このようなことは行うべきではありません。よって、この条例案に反対い

たします。 

 次に、議案第86号 笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例についてに、反対の立場で討論いたします。 

 この条例案では、笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を別紙のとお

り改正するとして、現行の笠間市美原の笠間市友部保健センター、笠間市笠間にある笠間

市笠間保健センター、笠間市下郷にある笠間市岩間保健センターの名称及び位置を、笠間

市南友部1966番地１の笠間市保健センターに変更するものであります。 

 提案理由では、本案は、保健センターの機能の集約及び移転に伴い、所要の改定をする

ものであると述べております。何がどのように変わるんでしょうか。 

 市は、今年６月15日の全員協議会に、今後の保健事業の展開についてという資料を提出

いたしました。その中の保健センターの集約について、その集約のメリットとして、保健

医療福祉の専門職によるワンストップの相談体制の構築、全世代に対する支援体制の強化

による包括的なサービスの展開、医療連携による継続的な保健指導の実施、早期治療等に

よる重症化予防の強化、多職種連携による各種講座等の実施、保健福祉施策の情報発信力

の強化などが述べられています。 

 また、今後の保健事業についてでは、保健、医療、福祉の連携強化を図り、地域医療セ

ンターかさまを核とした包括的な保健予防サービスを展開しながら、参加しやすい身近な

場所におけるサービスの提供を図り、市民の利便性及びサービスの向上を図っていく。ま

た、健診等における具体的な会場等については、利用者等の意見をいただきながら決定し

ていくと述べております。 

 また、保健事業の方向性では、保健指導や子育て世代への支援事業などにおいて、医療

福祉との連携による強化を図る健康診査、健康相談等については、参加しやすい環境を確

保する。現在と同様に、全会場に参加できる体制とし、各地区における会場を確保してい

く。各種健康診査、健康相談、健康講座、健康教室等については、各地区で実施。上記の

ように記されております。 

 実際の保健センターの事業は、どのような変更になるのかと言いますと、友部保健セン

ターは、成人に対する３事業、母子に対する２事業、精神障害者に対する１事業が地域医

療センターかさまで実施、団体におけるシルバーリハビリスクエアステップは使用希望に
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より対応、社協による親子通園事業、障害者福祉センターは友部保健センターとなってお

ります。 

 岩間保健センターは、成人の３事業及び母子の１事業は岩間保健センターか各地域施設、

母子の１事業は地域医療センターかさま、団体のシルバーリハビリスクエアステップは使

用希望により対応、社協の親子通園事業、障害者福祉センターは、岩間保健センター内で

実施。 

 笠間保健センターは、成人の３事業及び母子の１事業は笠間地区施設公民館地区会館、

ポレポレ及び各地域施設、母子の１事業及び精神障害者の１事業、デイサービスは地域医

療センターかさま、団体のシルバーリハビリスクエアステップは、地域内民間施設を協議

中という体制で運営しようと、このような報告がされております。 

 友部、岩間、笠間の各保健センターで行われていたそれぞれの事業は、事業として残り

ますが、実施場所が変更になり、友部、岩間の各保健所は建物としては残り、そこで一部

の事業が行われますが、保健センターとして行ってきた体系的な事業運営ではなく、地域

医療センターかさま、南友部に移転予定における管理運営に集約された事業運営となりま

す。一方、笠間保健センターは解体の方向で進めていくとの方針が示されています。その

ため、笠間保健センターで行われる事業はなくなるというのが現時点での市の方針です。 

 笠間は、拠点としての笠間保健センターを解体撤去するということが示されています。

本当に撤去するのでしょうか。友部保健センターより２年も新しい建物が笠間保健センタ

ーです。市が市民に行わなければならない大切な事業は、医療、保健や教育です。市民の

健康を守るために必要な保健センターの改修が必要であれば、大規模改修に１億円以上の

経費がかかっても出すべきではないかと思います。出せないことはないと思います。 

 利用者は、立派な建物で取り壊す必要はないのではないかという話も聞いております。

昭和62年に竣工した笠間保健センターは耐震工事が必要なのでしょうか、必要ならば耐震

工事をするべきでしょう。耐震工事は不要ではないかというお話もお聞きします。それほ

どの改修費が必要なのでしょうか。解体の理由として、老朽化、駐車場の狭さ、維持管理

費、公共建築物の総量の削減方針等が挙げられていますが、保健センターが各地域で果た

している役割をしっかり見直していく必要があると思います。優先すべきは保健、医療で

はないでしょうか。 

 昨日１通の手紙が届きました。笠間市議会議員様となっておりますので、ほかの議員さ

んにも多分届いているのではないかなと思いますが、その一部をご紹介します。 

 笠間保健センターは、地元に定着し、私たちの健康を支えています。地元の住民はこれ

がなくなることに不安を感じております。そこで署名に取り組み、地元の方々の多くの署

名を集め、先月12月８日に市長にお届けし、要望を伝えたところです。市長からは12月中

に地元の方々に対する説明会を開くという回答をいただきました。議員の皆様にこのこと

をお伝えし、ご理解とご協力をいただきたくお手紙を差し上げた次第です。どうぞよろし
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くお願いします。12月12日、笠間市議会議員様、世話人４名の女性の方のお名前が記され

ています。 

 市長宛ての要望書のコピーも同封されていました。それには、笠間保健センターを存続

させ、その事業を今後も継続させることを求める要望書とあり、要望賛同者署名人名簿を

添えて提出いたしますと、12月８日の日付で要望者４名の女性の方の名前が記されていま

した。何名の署名が添えられていたかは私はわかりませんので、今お話しはできませんが、

このお手紙には説明会を12月中に開くという回答が市長からありましたと書いてあります

が、これは市民の方々への柔軟な対応ではないかなというふうに思います。 

 地元の方からは、このほかに保健センターを取り壊すことになったときには、住民のた

めに新しい建物を建ててくださいという旨の要望もあるとのお話をお聞きしています。市

民の要望に市執行部の皆さんも応えていっていただけないでしょうか。保健センターを取

り壊すことなく有効活用して保健業務を継続できるようにできないんでしょうか。 

 年末の多忙な時期に、住民に対する説明会を開催するという方針をお決めになったこと

に敬意を表します。一度決めた方針を変えるのはなかなか難しいことですね、それは一定

の根拠があるからです。 

 しかし、その決定過程には問題があります。関係部局や市で何年も議論、検討されたと

のことですが、その間に市民に諮ることがあったんでしょうか、方針決定後は、笠間地区

の区長会が開催され、意見の交換があったと聞いていますが、対象者の３割もいないとこ

ろでの会合だと伺っております。これで説明会を開いたといっても、区長さんも困ってし

まうんではないでしょうか。何よりも市民の意見を反映することは極めて難しいものであ

ったと言わなければなりません。このような経過をたどって方針が市民に伝わり理解され

たと判断されることは難しいのではないかと思います。 

 このような状況から見て、改めて市民に説明し、市民の意見を聞き、その意見に向き合

うことはとても大切なことであると思います。この中で、方針の見直しがされたとしても、

誰もそのことに異議を唱えることはないと思います。むしろ市民からの信頼は今以上に厚

くなるのではないでしょうか、少なくとも私はそうです。 

 全ての方針が間違いなく進んでいくとは限りません。人や組織のすることに見直しが必

要なことは必ずあります。それに気づいたときに、どのように対応できるかが大切だと思

います。人も組織もその対応で価値が発揮できるのだと思います。私も市民の方からのお

手紙を拝読しまして、そのことを思った次第です。 

 必要であれば、３月の議会に保健センターの継続に必要な条例案を提出できればよいの

ではないかと思います。よって、この条例案には反対いたします。議員各位のご理解とご

賛同を賜りますようお願いいたしまして反対討論といたします。 

 以上です。 

○議長（海老澤 勝君） 討論を終わります。 
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 これより１件ごとに採決いたします。 

 初めに、議案第84号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例についてを採決いたします。 

 この報告は起立により行います。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（海老澤 勝君） 起立多数です。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第85号 笠間市立病院条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第86号 笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例についてを採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（海老澤 勝君） 起立多数です。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第87号 笠間市特別会計条例等の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第88号 笠間市公共下水道事業基金条例を廃止する条例についてを採決いた

します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され
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ました。 

 次に、議案第89号 かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例についてを採

決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第90号 笠間市公共下水道事業の設置等に関する条例についてを採決いたし

ます。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第91号 指定管理者の指定について（笠間市地域福祉センター）を採決いた

します 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第92号 指定管理者の指定について（笠間の家）を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第93号 指定管理者の指定について（筑波海軍航空隊記念館）を採決いたし

ます。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、議案第94号 指定管理者の指定について（笠間市民体育館）を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第95号 指定管理者の指定について（笠間市岩間総合運動）を採決いたしま

す。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第96号 指定管理者の指定について（笠間市総合公園、石井街区公園）を採

決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第97号 指定管理者の指定について（笠間市笠間武道館）を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第98号 指定管理者の指定について（笠間市岩間海洋センター）を採決いた

します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第99号 指定管理者の指定について（笠間市岩間工業団地テニスコート）を

採決いたします。 
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 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第100号 工事委託に関する協定の変更についてを採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第101号 平成29年度笠間市一般会計補正予算（第４号）を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第102号 平成29年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採

決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されま

した。 

 次に、議案第103号 平成29年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第104号 平成29年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決い

たします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第105号 平成29年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を

採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第106号 平成29年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第107号 平成29年度笠間市立病院事業会計補正予算（第２号）を採決いた

します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第108号 平成29年度笠間市水道事業会計補正予算（第２号）を採決いたし

ます。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（海老澤 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決され

ました。 

                                         

 閉会の宣告 

 

○議長（海老澤 勝君） 以上で、本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 
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 これにて平成29年第４回市議会定例会を閉会といたします。 

 長い間ご苦労さまでした。 

 この後、全員協議会を11時より開きますので、議員並びに執行部は全員協議会室にご参

集願いします。 

 大変ご苦労さまでした。 

午前１０時４７分閉会 
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